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今月号のあらまし 

 

Ⅰ 農協改革をめぐる情勢 

農水省は、改正農協法附則や監督指針に基づき、自己改革に関する農業者向

けの調査を、７月末より開始した。８月２０日頃までに認定農業者等へ配布、

９月３０日が締切とされている。営農経済事業や役員構成等の見直しに関する

取組状況が調査内容となっている。 

 

Ⅱ ＴＰＰをめぐる情勢 

米国議会下院ライアン議長は、８月４日、米国メディアでのインタビューで、

次期大統領候補が、共にＴＰＰ反対の立場を示しているため、オバマ大統領任

期中のＴＰＰ承認について、「十分な賛成票が得られない」との認識を示した。 

一方、国内では、ＴＰＰ審議は１０月中旬に衆議院ＴＰＰ特別委員会で再開

される予定で、政府は１１月８日の米国大統領選までに衆院を通過させたい意

向と一部で報道されている。 

 

Ⅲ 平成２９年度予算、平成２８年度２次補正予算 

８月２日、平成２９年度予算概算要求基準を閣議了解した。歳出の上限は４

年連続で設けないこととなり、概算要求の総額は３年連続で１００兆円を超え

る公算が大きいとされる。看板政策の「１億総活躍プラン」や成長戦略などに

重点配分するため、４兆円規模の特別枠を設け要求を受け付ける。 

また、同日、「未来への投資を実現する経済対策」を閣議決定した。同経済

対策のうち農業関係については、「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改

訂に向けた政府・自民党の検討内容が一部反映された。経済対策の閣議決定を

受け、政府は２８年度第２次補正予算の編成作業に着手している。 

なお、農水省は、１０日、自民党の農林関係合同会議に、平成２９年度農林

水産関係予算概算要求の主要事項案と平成２８年度第２次農林水産関係補正

予算の概要案を提示している。 

 

Ⅳ 都市農業振興に向けたＪＡグループの対応 

「都市農業振興に向けたＪＡグループの基本的考え方」が、組織討議を経て、

８月１０日の全中理事会で決定された。 

ＪＡグループでは、年末の税制改正への反映をめざし、固定資産税の負担を

減らす制度の創設などを国に要望していく。 
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Ⅰ 農協改革をめぐる情勢 
― 自己改革に関する農業者向けの調査始まる ― 

 

１．自己改革に関する調査について 

○ 改正農協法附則や監督指針に基づき、農水省は、自己改革に関する農業者向けの

調査を、７月末より開始する。８月２０日頃までに認定農業者等へ配布、９月３０

日が締切とされている。本県では５００名が対象となる。 

 

【調査内容】 

・（あなたのＪＡは）農協改革を契機に、農産物販売事業、役員の選び方等につい

て、担い手農業者との徹底した話し合いを進めているか 

・農協改革を契機に、農産物販売事業の見直しを進めているか 

・農協改革を契機に、生産資材購買事業の見直しを進めているか 

・農協改革を契機に、理事の選出方法等の変更を行おうとしているか 

・担い手を理事に登用することについて、どのような状況か 

 
２．資材価格の引き下げについて 

○ 全農は８月１５日、生産資材価格を引き下げる取り組みの第１弾として、韓国産

肥料を一括輸入すると発表した。大規模農家を想定し、コンテナごとの２０トン単

位で受注し、港湾から直送することで国産同成分の肥料と比べ３～４割程度安くな

るとしている。 

 

３．政府の動向 

〇 ８月３日、第３次安倍第２次改造内閣が発足した。麻生太郎副総理・財務大臣を

はじめ主要閣僚８人が留任したものの、初入閣をふくめ１１人が新たに入閣した。 

 

○ 農林水産大臣には、山本有二元金融担当大臣（衆・高知）が就任した。また、地

方創生担当・規制改革担当大臣には、山本幸三元経済産業副大臣（衆・福岡）が就

任した。 

 

〇 安倍総理は組閣後の記者会見において、「農政改革は待ったなし」とした上で、「生

産から流通、加工まで、あらゆる面での構造改革を断行しなければならない」と述

べ、「改革派の山本有二農水大臣にそのかじ取り役を担ってもらう」とし、秋に向

けて、より一層の農政改革に取り組む意欲を示した。 
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○ ３日に行われた山本農水大臣就任会見の要旨は以下の通り。 

 

【山本農水大臣就任会見要旨】 

＜農産物輸出＞ 

・日本の農業の輸出競争力を育て上げることができれば、相当なＧＤＰの成長が

期待できる。課題は厚生労働省との衛生証明などの輸出手続きの調整。 

＜指定生乳団体の廃止＞ 

・今のところ存続を基本に考えていくことが大事かなと思っている。 

＜農林中金＞ 

・自民党の小泉農林部会長について大枠において、間違いないと捉えているが、

農林中金に対しては懐疑的。どこを疑問視しているか話し合いをしたい。 

＜農協改革＞ 

・一般論として、改正農協法が４月から施行され、大体政府の考え方で、これ以

上の法案か、何かしていくというつもりはないはず。 

・かつて郵政改革で言われたように、田舎の中山間の非採算的なところの金融機

関がなくなるような、大手銀行と同じような一律的な効率化は農協ではない気

がする。 

・生産農家の味方をし、かつ、それ以外の方々にも農協のメリットを出すという

存在はユニバーサルサービスにつながるし、農業への信頼につながる。 

＜米政策の見直し＞ 

・３０年産からの見直しの方向付けはもう決まっているので、とやかく言うつも

りはない。 

・飼料用米については支援を続ける合意を財務省としている。 

＜ＴＰＰ国会審議＞ 

・交渉を担当していないので、不安ばかり。国会決議に基づき、概ね合意ができ

ているという評価をしている。全力を挙げて承認に向けて努力していきたい。 

＜生産資材価格の引き下げ＞ 

・ＪＡとメーカー、互いが工夫して資材価格を低減させていくという考え方は筋。

ただ、どこまでもゼロに近づくわけにはいかず、別の問題があるのでは。Ｉｏ

Ｔ等インフラ整備を含め、産業界と経団連とさらに工夫をしていく必要がある。 

 

○ 山本規制改革担当大臣は、１５日の閣議後会見で、７月末に設置期限を迎えた規

制改革会議の後継組織について、月内にも初会合を開き、発足させたい意向を示し

た。人選についての発言の中で、「従来以上に規制改革をしっかりやっていく必要

があり、それに適当な方にお願いしたい」と強調した。 

 

４．与党の動向 

○ 自民党は、８月中に党内の調査会・部会人事等を行う予定だが、農林部会長には

小泉進次郎氏を留任させる方針を固めたとしている。 

 

○ 参院選により中断していた小泉氏を委員長とする農林水産業骨太方針策定プロ

ジェクトチーム（ＰＴ）は９月に再始動し、資材価格の引き下げ等の議論について、

１１月中に結論を出す予定である。 
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○ なお、小泉氏は７月２６日、中野全農会長と佐賀市を訪問中に「全農改革が本丸。

組織の在り方を含めて避けられない。」と述べている。 

 

５．国会の動向 

○ 秋の臨時国会は９月１５日に民進党の代表選挙が行われることから、召集時期を

９月下旬で調整していると報道されている。 

 

６．ＪＡグループの動向 

○ ８月２日、奥野全中会長と榊原経団連会長らが東京都内で懇談会を開き、奥野全

中会長は「できる限り農業をなりわいから産業化していく」との考えを強調した。

榊原経団連会長も「経済界の技術や経験を提供し、農業の生産性向上、輸出拡大、

物流効率化などに貢献したい」と応じた。 

 

○ ５日、奥野全中会長、中野全農会長、河野農林中金理事長らが山本農水大臣を表

敬訪問した。山本農水大臣はＪＡグループと積極的に意見交換していく考えを示す

とともに、「ＴＰＰに対する心配を取り除きたい」との考えも強調した。 

 

【政府・与党の今後の主なスケジュール（想定）】 

８月 

 

３１日 平成２９年度概算要求締切日 

２４日 第２次補正予算案の閣議決定 

９月 ４、５日 Ｇ２０首脳会議（中国） 

自民党・骨太方針策定

ＰＴ再開 

中下旬 国連総会（米国・ニューヨーク） 

下旬 第１９２回臨時国会召集 

・ＴＰＰ承認案、関連対策の検討 

秋頃  「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂 

１１月 ８日 米国大統領選 

年末  平成２９年度農業関係予算案の決定 
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Ⅱ ＴＰＰをめぐる情勢 
― 米国オバマ大統領任期中のＴＰＰ承認は困難に ― 

 

１．米国の動向 

○ 共和党で大統領候補に指名されたトランプ氏は、７月２１日、オハイオ州の同党

全国大会で指名受諾演説を行い、ＴＰＰについて「製造業を壊滅させる」とし、「労

働者を傷つけ、自由と独立を脅かす、いかなる貿易協定にも署名しないと誓う」と

述べ、これまでの反対姿勢を一段と強めた。 
 

○ 民主党で大統領候補に指名されたクリントン氏は、２８日、ペンシルバニア州で

の同党全国大会で指名受諾演説を行い、貿易政策では「不公正な貿易協定に反対す

る」としたが、ＴＰＰについては直接触れなかったため、一部報道では大統領にな

れば賛成に転じる余地を残したとの見方もされていた。 

 

○ しかし、クリントン氏は、８月１１日、ミシガン州の演説でＴＰＰについて、「選

挙後も大統領として反対する」と述べた。背景には、トランプ氏が８日のデトロイ

ト市での演説で、「クリントンへ投票することは、ＴＰＰのために投票することだ」

などと述べたこと、３月の民主党候補者選びの際、クリントン氏がミシガン州でサ

ンダース氏に敗れていたこともあると考えられる。 

 

○ 次期大統領候補が、共にＴＰＰ反対の立場を示しているため、議会でもＴＰＰ反

対の声が広がっているとの読みから、米国議会下院のライアン議長は４日、米国メ

ディアでのインタビューで、オバマ大統領が来年１月までの任期中にＴＰＰの承認

を得ようとしても「十分な賛成票が得られない」との認識を示した。 

 

２．国内の動向 

○ 秋の臨時国会において、中断していた「ＴＰＰ承認案ならびに関連法案」の審議

が再開されると見られている。先の参議院選挙で民進党など野党４党がＴＰＰ協定

反対の公約を掲げ選挙戦を戦ったことから、引き続き、国会審議においても対決姿

勢で臨むことが予想される。 

 

○ 一部報道によると、ＴＰＰ審議は１０月中旬に衆議院ＴＰＰ特別委員会で再開さ

れる予定で、政府は１１月８日の米国大統領選までに衆院を通過させたい意向であ

る。また、政府関係者は「日本が国会承認を終えることで発効に向けた機運を高め、

再交渉の余地を与えない」と述べたとされている。 
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Ⅲ 平成２９年度予算、平成２８年度２次補正予算 
― 平成２９年度予算概算要求基準、経済対策閣議決定 ― 

 

１．平成２９年度農業関係予算 

○ 政府は８月２日、平成２９年度予算編成で各省庁が予算要求する際のルールとな

る概算要求基準（シーリング）を閣議了解した。歳出の上限は４年連続で設けない

こととなり、概算要求の総額は３年連続で１００兆円を超える公算が大きいとされ

る。（概要は別紙１の通り） 

 

○ 年金や医療などの社会保障関係費は、平成２８年度当初予算（３０．６兆円）に、

高齢化等に伴う自然増６，４００億円を加えた範囲内で要求を認めた。 

 

○ 公共事業費など政策的な判断で伸縮できる経費である、「裁量的経費」は、２８

年度（１４．８兆円）より１０％少ない「要望基礎額」まで要求額を抑える。 

 

○ 一方、昨年度に引き続き、「新しい日本のための優先課題推進枠」を設置する。

看板政策の「１億総活躍プラン」や成長戦略などに重点配分するため、「要望基礎

額」の３０％を特別枠（４兆円規模）として要望を受け付ける。 

 

○ 地方交付税交付金については、「骨太の方針２０１５」に盛り込まれている「経

済・財政再生計画」との整合性に留意して要求することを求めている。 

 

○ 支出することが制度的に義務づけられている経費である、「義務的経費」につい

ては、前年度とほぼ同額（１２．４兆円）となっている。 

 

○ 予算編成過程における検討事項として、①民間需要や科学技術イノベーションな

どの誘発効果の高いもの、②緊急性の高いもの、③規制改革と一体として講じるも

の、を重視することが掲げられた。 

 

○ 農水省は１０日、自民党の農林関係合同会議に、概算要求に盛り込む主要事項案

を提示した。農地中間管理機構を活用した担い手への農地集積・集約化や、土地改

良事業など生産基盤の整備、輸出力の強化といった施策が主たるものとされている。

水田フル活用の一環として、野菜など高収益型の作物への転換を促す施策も盛り込

まれている。 

（平成２９年度農林水産関係予算概算要求の主要事項（案）は別紙２の通り） 

 

○ 各省庁からの予算要求は８月末で締め切り、財務省の査定を経て、１２月末に予

算案が決定される。 
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２．平成２８年度第２次補正予算 

○ 政府は８月２日に、「未来への投資を実現する経済対策（以下、「経済対策」）」を

閣議決定した。経済対策では、事業規模を２８．１兆円としたうえで、①一億総活

躍社会の実現の加速、②２１世紀型のインフラ整備、③英国のＥＵ離脱に伴う不安

定性などのリスクへの対応並びに中小企業・小規模事業者及び地方の支援、④熊本

地震や東日本大震災からの復興や安全・安心、防災対応の強化、が重点とされた。 

 

○ 経済対策のうち農業関係については、主に「２１世紀型のインフラ整備」として

「農林水産物の輸出促進と農林水産業の競争力強化」を目的としたインフラ整備等

をハード・ソフト両面から進めることとされる。また、ＴＰＰ関連対策１２項目の

具体化として、今秋に想定される「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂に

向けて政府・自民党が検討してきた内容が一部反映された。 

 

【経済対策のうち農業関係に係る主な内容】 

①農林水産物の輸出促進 

輸出額の平成３１年１兆円を達成に向けて、インフラ整備等をハード・ソフト

両面から計画的に進めるため、「農林水産物輸出インフラ整備プログラム（仮称）」

を年内目途に策定する。 

・ハード面：輸出基地・輸出対応型施設（加工施設・市場） 等 

・ソフト面：輸出関連手続、サポート体制の強化、ファンドによる支援 等 

②農林水産業の競争力強化 

 ⅰ）画期的なイノベーション、中山間地域のインフラ整備等の加速、「総合的な

ＴＰＰ関連政策大綱」に基づく施策の着実な実施 

・ハード面：農地の大区画化・汎用化の推進 等 

・ソフト面：戦略的技術開発、中山間地域における高収益化の推進、 

農業経営塾の地方展開、水田農業の収益力向上 等 

ⅱ）生産コストの削減と農産物の有利な条件での販売の実現のため、『農林水産

業競争力強化プログラム（仮称）』を年内目途に策定する。 

・生産資材価格の引下げ及び流通加工構造の改革、土地改良制度の見直し、原

料原産地表示の導入等に全力をあげる。 

 

○ 経済対策の閣議決定を受け、政府は２８年度第２次補正予算の編成作業に着手し

ており、２８年度は一般会計から４兆円の追加歳出を行う補正予算を編成するとし

ている。なお、一部では４兆円のうち３兆円を建設国債の発行で手当てすると報道

されており、公共事業分野への重点配分となる可能性がある。 

 

○ 農水省は１０日、自民党の農林関係合同会議に、平成２８年度第２次補正予算の

概要案を提示した。経済対策の内容を盛り込み、ＴＰＰ発効を見据え、輸出力の強

化や中山間地域の所得向上、ＴＰＰ対策の着実な実施などが主たるものとされてい

る。（平成２８年度第２次農林水産関係補正予算の概要（案）は別紙３の通り） 
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Ⅳ 都市農業振興に向けたＪＡグループの対応 
― 全中が「都市農業振興に向けたＪＡグループの基本的考え方」を決定 ― 

 

１．政府の取組みについて 

○ 昨年４月の「都市農業振興基本法」の成立を受け、農林水産省・国土交通省は、

都市農業振興の具体的な方向性を定めた「都市農業振興基本計画（以下「基本計

画」）」を策定し、今年５月に閣議決定された。 

 

○ 現在、両省は、税制改正大綱の策定等に向けて、新たな制度の骨格作りや生産緑

地制度等の既存の税制度の改正に向けた検討をすすめており、「基本計画」に掲げ

られた市街化区域農地の保有コスト（固定資産税・都市計画税）の低減、相続税納

税猶予制度が適用されている生産緑地等における貸借が実現されるかが焦点とな

っている。 

 

【都市農業振興基本計画 抜粋 ※下線部は加工】 

第２ 都市農業の振興に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

４ 税制上の措置 

  上述した貸借を通じた担い手の確保の仕組みおよび土地利用計画制度の構築

に併せて、都市農業が安定的かつ確実に継続されるよう、都市農業のための利用

が継続される土地に関し、税制措置が適切に講じられることが重要である。 

その際、税の公平性を維持する観点からは、相応の政策的意義や公益性を有す

ること、土地利用規制とのバランス等を考慮する必要がある。 

これらを踏まえ、都市農業振興上の位置付けが与えられた市街化区域内農地

（生産緑地を除く。）について、一定期間の農業経営の継続と農地としての管理・

保全が担保されることが明確なものに限り、その保有に係る税負担の在り方を検

討する。 

また、安定的かつ確実に都市農業を継続するためには、多様な担い手による都

市農業の振興とその多様な機能の発揮に資する農地の貸借を推進する必要があ

ることから、都市農業振興上の位置付けが与えられた生産緑地等について、貸借

されているもの（市民農園利用を含む。）に係る相続税納税猶予の在り方を検討

する。 

 

２．ＪＡグループの取組みについて 

○ ＪＡグループは、５月に「都市農業振興に向けたＪＡグループの基本的考え方

（案）」を策定し、組織討議を行った。 

 

○ 「都市農業振興に向けたＪＡグループの基本的考え方」は組織討議の結果を経て、

８月１０日の全中理事会において決定された。ＪＡが優先すべき取組みとされたも

のは以下の通り。 

（「都市農業振興に向けたＪＡグループの基本的考え方」は別紙１、別紙２の通り） 
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【優先すべき取組み】 

①農業者の育成、所得向上および営農支援 

⇒直売所の振興や生協・地元小売業との連携等販売力強化、農作業受託等営農支援、

営農指導員資質向上、農業者のネットワーク化、農業体験農園普及支援等 

②農地の保全に向けた都市農業関連諸制度の周知と活用 

⇒相続発生に備えた相談活動と事前対策を通じた都市農業関連諸制度活用促進等 

③都市農業の多様な機能発揮による農業・ＪＡに対する理解の促進 

⇒防災協力や農福連携、食農教育、体験型農園の普及等とメディアへのＰＲ 

④国・地方公共団体等に対する働きかけ 

⇒都市農業振興という共通目標に向け、地公体や地元議員等に対する政策提言 

 

○ なお、組織討議における全国からの意見を踏まえ、地域実態を考慮すべき点や、

都市農業の多様な機能をＰＲする必要性等が反映されている。 

 

○ また、全国から要望が多く寄せられた税制については、主に以下の通り、国へ働

きかけを行うこととされている。 

 

【税制に関する国への働きかけ】 

・生産緑地制度に比べ、短期間の土地利用制限で固定資産税の負担を軽減できる新

たな仕組みを作るよう求める。 

・相続税納税猶予が適用された農地を貸借しても、適用が打ち切られないよう要請

する。 

・生産緑地制度については土地利用制限の期間を見直すよう訴える。 

 

３．今後の取組み 

○ 今後、全中は、「基本計画」と「都市農業振興に向けたＪＡグループの基本的考

え方」を踏まえ、以下の２点について重点的に取組むこととし、年末の税制改正へ

の反映をめざしていく。 

 

【重点的に取り組む事項】 

①政府・与党・自治体等に対して行う各種の「政策提案」 

②都市農業の振興に向けた「ＪＡ自らの都市農業振興対策｣ 
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